
仕  様  書 

 

１．業 務 名  令和７年度 岩沼市矢野目地区中央集会所照明 LED 化等修繕業務 

 

２．場  所  岩沼市下野郷字舘外地内 

 

３．期  間  契約締結の翌平日 ～ 令和７年１２月２６日 

 

４．業務内容 

  本業務は、矢野目地区中央集会所の照明器具・誘導灯の LED 化及び火災報知設備の更新を行

うものであるが、詳細は次のとおりとする。 

 ⑴ 位 置 

矢野目地区中央集会所 ※業務範囲は別紙のとおり。 

 ⑵ 仕 様 

① 電灯設備更新 

軽スポーツ室   

・高天井用 LED 照明器具 （ｸﾗｽ 1000、無線ﾕﾆｯﾄ、下面・側面ｶﾞｰﾄﾞ共） 

  参考品番：EL-GT10120N/W AHTN 同等品とする。 

12 個 

・高天井用 LED 照明器具用制御 （ﾀﾌﾞﾚｯﾄ、ﾘﾓｺﾝ） 

  ﾀﾌﾞﾚｯﾄ参考品番：〔三菱電機〕MT1100 同等品 

  ﾘﾓｺﾝ参考品番：〔三菱電機〕MT2200 同等品 

各 1 個 

・LED 誘導灯 【SH1-FBF20-C】（表示板、ｶﾞｰﾄﾞ共） 2 個 

・高所作業車 1 式 

体育館倉庫   

・LED 照明器具 【LSS9-2-15】 1 個 

ホール   

・LED 照明器具 【LSS9-4-23】 8 個 

・LED 照明器具 【LRS1-08】（ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ 200φ→150φ共） 3 個 

・非常用 LED 照明器具 【K1-LRS11-2】（ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ 200φ→100φ共） 2 個 

・LED 誘導灯 【SH1-FBF20-C】（表示板、吊具共） 1 個 

1 階廊下   

 ・非常用 LED 照明器具 【K1-LSS10-2-15】 2 個 

・LED 照明器具 【LSS10-2-15】 1 個 



・LED 照明器具 【LBF3MP/RP-4-20】 1 個 

教養室   

・LED 照明器具 【LSS10-4-48】 6 個 

調理室   

 ・LED 照明器具 【LSS10-4-48】 6 個 

1 階物入   

・LED 照明器具 （片反射笠付、ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ、天井直付型、20 形 1 灯相当） 

  LED 照明器具参考品番：〔三菱電機〕XFX200NEN LE9 同等品 

  片反射笠参考品番：〔三菱電機〕FSK21020 同等品 

1 個 

2 階廊下   

 ・非常用 LED 照明器具 【K1-LSS10-2-15】 2 個 

 ・LED 照明器具 【LSS10-2-15】 1 個 

湯沸室   

 ・LED 照明器具 【LSS10-2-15】 1 個 

会議室   

・非常用 LED 照明器具 （ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ、天井直付型、40 形 2 灯相当） 

  参考品番：〔三菱電機〕MY-VK450433/N AHTN 同等品 

4 個 

・LED 照明器具 【LSS10-4-48】 14 個 

屋外   

・LED 照明器具 【LBF3MP/RP-2-06】 1 個 

・LED 照明器具 （ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、天井直付型、440lm 相当） 

  参考品番：〔三菱電機〕EL-S0504L 1LN 同等品 

2 個 

屋外便所   

・LED 照明器具 （反射笠付、ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ、天井直付型、40 形 1 灯相当） 

  参考品番：〔三菱電機〕MY-H425430/N AHTN 同等品 

1 個 

・LED 照明器具 （ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ、壁直付型、450lm 相当） 

  参考品番：〔三菱電機〕EL-V0507L 1LN 同等品 

1 個 

器具撤去   

・既設電灯設備撤去 （積込・運搬・処分費共） 1 式 

   

   

   

   



② 火災報知設備更新 

・受信機 （P 型 2 級、5 回線、壁掛型、蓄電池付） 1 面 

・総合盤 （発信機、P 型 2 級、露出） 3 個 

・熱感知器 （差動式ｽﾎﾟｯﾄ型、2 種、露出） 14 個 

・熱感知器 （定温式ｽﾎﾟｯﾄ型、特種、露出） 2 個 

・熱感知器 （定温式ｽﾎﾟｯﾄ型、1 種、露出、防水） 3 個 

・煙感知器 （光電式ｽﾎﾟｯﾄ型、2 種、露出） 11 個 

・火災報知立会検査 （P 型 2 級） 1 式 

・既設火災報知設備撤去 （積込・運搬・処分費共） 1 式 

⑶ 安全対策 

  ・市担当課及び施設管理者との十分な連携体制を構築すること。 

  ・施工に際しては、作業に伴う騒音、振動及び飛散防止等の環境対策を行うとともに、安全対

策を十分に行うこと。 

 ⑷ その他 

  ・本業務に必要な養生清掃費及び重機回送運転費等の一切を含むものとする。 

  ・本業務に必要な関係官庁等への諸手続きの一切を行うものとし、それに要する費用（手数料

等）は受注者の負担とする。 

  ・本仕様書に定めのない事項については、協議の上決定する。 

 

 


